
テスト採点・校正に関わる業務委託基本契約書 
（採点者保管用） 

 

 西北出版株式会社（以下、「甲」という）と              （以下、「乙」という）とは、テスト採点・校正の業務についての基本

的事項に関し次のとおり契約を締結する。 

 

（基本契約） 

第１条 本基本契約は、テスト採点および校正、またそれらに付随する業務（以下、「本件業務」という）の委託に関する基本的事項

を定めたもので、甲が業務を乙に委任し、乙がこれを受託することにより成立し、甲および乙は、本基本契約を遵守しなけれ

ばならないものとする。 

 

（善管注意義務） 

第２条 受託者（乙）は、本件業務を委託者（甲）の指示にしたがい、善良な管理者の注意をもって行うものとする。 

 

（提出書類） 

第３条 本基本契約を締結するにあたって、乙は甲に以下の書類を提出するものとする。 

• 学生証のコピーもしくは卒業大学を証明する書類 

• 登録内容を申請する書類 

 

（個別契約の内容） 

第４条 本基本契約に基づく個々の業務について「個別契約」を締結する。 

個別契約には、委託年月日、本件業務の内容、納期、報酬（採点料、校正料など）の金額、支払日、支払方法の必要

事項などを定めるものとする。 

 

（個別契約の成立） 

第５条 個別契約は、甲が前条の内容を記載した「業務内容を説明する書類」の内容を乙が承認し、「登録内容を申請する書類」

を甲に提出することにより成立するものとする。 

 

（業務の遂行方法） 

第６条 テスト業務内容説明書の業務の遂行方法は「業務内容を説明する書類」に定めるものとする。 

 

（業務の遂行に伴う費用負担） 

第７条 本件業務を遂行するにあたって伴う費用は、個別契約に定める内容に限り甲が負担するものとする。 

 

（再委託の禁止） 

第８条 本件業務の全部または一部を第三者に再委託してはならないものとする。 

 

（報告義務） 

第９条 本件業務の遂行において、不明点および答案の不備などが発覚した場合、乙は甲に報告し、その指示を受ける。 

 

（通知義務） 

第 10 条 「業務内容を説明する書類」の内容に変更が生じた場合、甲はすみやかに乙に通知する。乙は通知内容に従い業務を

遂行する。 

 

（秘密保持） 

第 11条 甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本

基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。 

２  乙は、甲より提供または閲覧、利用を許可された問題、資料等の一切の文書に関して、第三者への提供、および甲が委

託する業務の用途以外での利用をしてはならないものとする。 

 

（第三者の権利侵害） 

第 12 条 乙は、業務の実施にあたり、また報告書並びにその調査実施・作成方法について、第三者が有する特許権等の工業所

有権、著作権およびその他一切の権利に抵触しないように留意するとともに、万一抵触の問題が発生し、または発生するお

それがある場合には、直ちにその旨を委託者に通知し、事故の責任と費用負担で当該の問題を解決するものとし、それに



より生じた委託者の損害を賠償するものとする。但し、当該問問題が委託者の責に帰すべき事由に起因する場合は、この

限りではない。 

 

（テスト採点における個人情報の取扱い） 

第 13 条  本条における個人情報とは、用紙、デジタルデータ問わず「解答用紙」および「解答用紙」に記載される情報をいう。 

２  乙は、「個人情報の保護に関する法律」、及び個人情報に関する関連法令、国のガイドライン等を遵守するものとする。 

 

（テスト採点における個人情報の管理義務） 

第 14 条  乙は、テスト採点の業務に関わる個人情報について、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、個人情報の漏

えい防止、盗用禁止に努める。 

２  乙は、業務遂行の目的以外で利用してはならない。 

３  乙は、第三者に開示又は提供してはならない。 

４  乙は、複写、複製、加工・利用してはならない。 

５  乙は、甲が指定した場所以外での利用をしてはならない。 

６  乙は、漏えい、滅失、き損の防止、その他個人情報の安全管理に努める。 

７  前項に関して、甲が別途に管理方法を指示するときは、乙はこれに従う。 

 

（事故時の対応） 

第 15 条  乙は、業務上の事故が発生した場合には、規模の如何を問わず、乙はこれを直ちに甲に報告するとともに、その対応

を協議し、甲の指示に従って速やかに適切な措置を講じ、事態の収拾にあたるものとする。また、甲と乙は、事故発生の原

因を双方協議のうえ究明しその責任分担を明確にする。 

 

（返還等の手続き） 

第 16 条  乙は、甲からの提供物に関し、業務が終了後、又は甲から返還要求があった場合は、速やかに利用を終了し、甲に返

還しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第 17 条  乙の責に帰すべき事由により、甲に損害を与えた時は、乙は、当該事故の発生の責任分担に応じてその損害を賠償し

なければならない。 

 

（有効期間） 

第 18 条 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から満１か年間とする。ただし期間満了の１か月前までに、甲乙いずれ

からも何らの意思表示もないときは、本基本契約と同一条件で更に１か年間延長するものとし、以後も同様とする。  

但し、最後の業務より２年を経過した場合は、本契約を無効とする。 

２  本覚書が終了した場合でも、第 11 条、第 12 条、第 13 条および第 14 条の規定については、効力を有する。 

 

（裁判管轄の合意） 

第 19 条 甲および乙は、本基本契約または個別契約に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもっ

て第一審の管轄裁判所とすることに合意する。 

 

 

本基本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 年  月  日 

 

 甲 東京都世田谷区赤堤 1-36-11 

  西北出版株式会社 

  担当 上野 奈美           

 

 乙 住所                                        

 

  氏名                   



テスト採点・校正に関わる業務委託基本契約書 
（西北出版保管用） 

 

 西北出版株式会社（以下、「甲」という）と              （以下、「乙」という）とは、テスト採点・校正の業務についての基本

的事項に関し次のとおり契約を締結する。 

 

（基本契約） 

第１条 本基本契約は、テスト採点および校正、またそれらに付随する業務（以下、「本件業務」という）の委託に関する基本的事項

を定めたもので、甲が業務を乙に委任し、乙がこれを受託することにより成立し、甲および乙は、本基本契約を遵守しなけれ

ばならないものとする。 

 

（善管注意義務） 

第２条 受託者（乙）は、本件業務を委託者（甲）の指示にしたがい、善良な管理者の注意をもって行うものとする。 

 

（提出書類） 

第３条 本基本契約を締結するにあたって、乙は甲に以下の書類を提出するものとする。 

• 学生証のコピーもしくは卒業大学を証明する書類 

• 登録内容を申請する書類 

 

（個別契約の内容） 

第４条 本基本契約に基づく個々の業務について「個別契約」を締結する。 

個別契約には、委託年月日、本件業務の内容、納期、報酬（採点料、校正料など）の金額、支払日、支払方法の必要

事項などを定めるものとする。 

 

（個別契約の成立） 

第５条 個別契約は、甲が前条の内容を記載した「業務内容を説明する書類」の内容を乙が承認し、「登録内容を申請する書類」

を甲に提出することにより成立するものとする。 

 

（業務の遂行方法） 

第６条 テスト業務内容説明書の業務の遂行方法は「業務内容を説明する書類」に定めるものとする。 

 

（業務の遂行に伴う費用負担） 

第７条 本件業務を遂行するにあたって伴う費用は、個別契約に定める内容に限り甲が負担するものとする。 

 

（再委託の禁止） 

第８条 本件業務の全部または一部を第三者に再委託してはならないものとする。 

 

（報告義務） 

第９条 本件業務の遂行において、不明点および答案の不備などが発覚した場合、乙は甲に報告し、その指示を受ける。 

 

（通知義務） 

第 10 条 「業務内容説明書」の内容に変更が生じた場合、甲はすみやかに乙に通知する。乙は通知内容に従い業務を遂行す

る。 

 

（秘密保持） 

第 11条 甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本

基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。 

２  乙は、甲より提供または閲覧、利用を許可された問題、資料等の一切の文書に関して、第三者への提供、および甲が委

託する業務の用途以外での利用をしてはならないものとする。 

 

（第三者の権利侵害） 

第 12 条 乙は、業務の実施にあたり、また報告書並びにその調査実施・作成方法について、第三者が有する特許権等の工業所

有権、著作権およびその他一切の権利に抵触しないように留意するとともに、万一抵触の問題が発生し、または発生するお

それがある場合には、直ちにその旨を委託者に通知し、事故の責任と費用負担で当該の問題を解決するものとし、それに



より生じた委託者の損害を賠償するものとする。但し、当該問問題が委託者の責に帰すべき事由に起因する場合は、この

限りではない。 

 

（テスト採点における個人情報の取扱い） 

第 13 条  本条における個人情報とは、用紙、デジタルデータ問わず「解答用紙」および「解答用紙」に記載される情報をいう。 

２  乙は、「個人情報の保護に関する法律」、及び個人情報に関する関連法令、国のガイドライン等を遵守するものとする。 

 

（テスト採点における個人情報の管理義務） 

第 14 条  乙は、テスト採点の業務に関わる個人情報について、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、個人情報の漏

えい防止、盗用禁止に努める。 

２  乙は、業務遂行の目的以外で利用してはならない。 

３  乙は、第三者に開示又は提供してはならない。 

４  乙は、複写、複製、加工・利用してはならない。 

５  乙は、甲が指定した場所以外での利用をしてはならない。 

６  乙は、漏えい、滅失、き損の防止、その他個人情報の安全管理に努める。 

７  前項に関して、甲が別途に管理方法を指示するときは、乙はこれに従う。 

 

（事故時の対応） 

第 15 条  乙は、業務上の事故が発生した場合には、規模の如何を問わず、乙はこれを直ちに甲に報告するとともに、その対応

を協議し、甲の指示に従って速やかに適切な措置を講じ、事態の収拾にあたるものとする。また、甲と乙は、事故発生の原

因を双方協議のうえ究明しその責任分担を明確にする。 

 

（返還等の手続き） 

第 16 条  乙は、甲からの提供物に関し、業務が終了後、又は甲から返還要求があった場合は、速やかに利用を終了し、甲に返

還しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第 17 条  乙の責に帰すべき事由により、甲に損害を与えた時は、乙は、当該事故の発生の責任分担に応じてその損害を賠償し

なければならない。 

 

（有効期間） 

第 18 条 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から満１か年間とする。ただし期間満了の１か月前までに、甲乙いずれ

からも何らの意思表示もないときは、本基本契約と同一条件で更に１か年間延長するものとし、以後も同様とする。  

但し、最後の業務より２年を経過した場合は、本契約を無効とする。 

２  本覚書が終了した場合でも、第 11 条、第 12 条、第 13 条および第 14 条の規定については、効力を有する。 

 

（裁判管轄の合意） 

第 19 条 甲および乙は、本基本契約または個別契約に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもっ

て第一審の管轄裁判所とすることに合意する。 

 

 

本基本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 年  月  日 

 

 甲 東京都世田谷区赤堤 1-36-11 

  西北出版株式会社 

  担当 上野 奈美           

 

 乙 住所                                        

 

  氏名                   

 


